様式第10号（第6条、第9条関係）
興指第　　号
補助金等交付決定変更通知書

(補助事業者等)

年　　月　　日申請の　　　　　　事業(事務)に係る計画の変更を承認し、　　　年　　月　　日付け興指第　　号の補助金「金　　　　　円」を「金　　　　　円」に変更します。ただし、次の事項を承知してください。
　　　 
年　　月　　日
興部町長　　　　　　　　　㊞

1　この承認の内容は、　　　　年　　月　　日付け補助事業等変更承認申請書記載のとおりです。
2　変更後の補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、次のとおりです。
	補助対象事業
	　　　　変　更　前
	　　　　変　更　後

	
	補助対象経費
	補助金の額
	補助対象経費
	補助金の額

	
	
	
	
	




注　1　補助金の総額に変更を来さない計画変更の場合は、この様式中「承認し、
　　　　　　年　　月　　日付け興指第　　号の補助金「金　　　　　円」を「金　　　　　円」に変更します。」とあるのを「承認します。」と書き換え、
　　　「2　変更後の補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、次のとおりです。」を削除して使用すること。
　　2　補助事業者等の変更承認申請に基づかない変更の場合は、「　　　　年
　　　月　　日申請の　　　　　　事業（事務）に係る計画変更を承認し、」と、
　　　「1　この承認の内容は、　　　年　　月　　日付け補助事業等変更承認申請書記載のとおりです。」と、「2」を削除して使用すること。
3　助成金、奨励金等の場合は、この様式中「補助金」とあるのは、「助成金(奨励金等)」と、「補助対象事業(経費)」とあるのは、「助成(奨励等)対象事業(経費)」とそれぞれ書き換えて使用すること。
4　第2項の表示は、次によること。
（1）補助対象事業の名称、補助対象経費の額及び補助金の額は、必ず記載す
るものとし、必要に応じ、当該事業を遂行すべき期間(期限)その他交付　　　の決定内容及び変更の内容を記載すること。
（2）補助対象経費及び補助金の額につき、費目別に明らかにする必要があ
る場合は、当該欄を費目別に区分して使用して差し支えないものである
こと。
　　 (3) 変更の内容は、変更前と変更後とを対照できるように記載すること。
　　 5　この変更に伴い補助指令の条件を変更する必要がある場合は、この変更指令の条件として、その変更の内容を記載すること。
